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重要事項説明書 

（居宅介護支援契約書） 

 

（総則）本重要事項説明書は、令和6年4月1日に作成したものであり、法令等の変更、運営上

での変更等により、相当な範囲で変更をすることがあります。また、原則として、毎

年4月1日に改訂をするものとさせて頂きます。 

 
 あなた様に対する居宅介護支援提供開始にあたり、厚生省令第３８号第１８条に基づいて、当

事業者があなた様に説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 また、契約書にある身元引受人の資格・責務については、下記のとおりとなっておりますので、

十分ご理解下さいますようお願い致します。 

 
１ 身元引受人の指定と身元引受人の責任 

① 契約者又は契約者の親族の方は、契約書を締結される場合、事業者に対して身元引受人を

１名指定して頂きます。 

② 身元引受人とは、その居住地から事業所の所在地まで、３時間以内で移動できる人に限ら

せて頂きます。 

③ 事業者は、身元引受人との関係で、相互信頼関係が破壊されたと認めるに足る事情が生じ

た場合には、契約者又は契約者の親族の方に対し、身元引受人の変更を要求することがで

きるものとさせて頂きます。 

④ 身元引受人とは、契約者の事業者に対する一切の債務につき、契約者と連帯して履行の責

任を負うものとします。 

⑤ 身元引受人は、契約者が当施設の医師によって意思能力を欠くと判断された場合には、契

約者の事業者に対する同意権の行使・不行使及び契約者のためにすべき事務処理手続きに

ついて、包括的な代理権を有するものとさせて頂きます。 

 

２ 事業者概要 

事 業 者 の 名 称 社会福祉法人 豊生会 

事務所の所在地 奈良県宇陀市榛原長峯200番地の1 

介護保険事業所番号 2972300012 
代 表 者 氏 名 理事長  森 下  豊 

電 話 番 号 0745-82-8111 
 
３ ご利用事業所 

利用事業所の名称 居宅介護支援事業所 ゆぁほうむ榛原 

所 在 地 奈良県宇陀市榛原長峯200番地の1 

管 理 者 の 氏 名 所長 永塚 均司 

電 話 番 号 0745-82-8111 

ファクシミリ番号 0745-82-8855 
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通常事業の実施地域 
宇陀市榛原(但し、内牧・八滝・諸木野・赤埴・高井・自明・

檜牧・荷坂は除く) 

 

４ ご利用事業所職員の職務内容 

職 職 務 内 容 

介護支専援門員 居宅介護支援業務を行います。 

 
５ 事業の目的と運営方針 

事業の目的  居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に

関する事項を定め、要介護状態等にあるご利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援させて頂きます。 

運営の方針  ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者

又はその家族の希望を踏まえつつ公正中立にサービス事業者の選択を

行い、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者か

ら総合的かつ効率的に提供されるよう配慮させて頂きます。 

 
６ ご利用事業所であわせて実施する事業 

（１）居宅介護支援の内容 

① ご利用者の要介護認定等に係る申請等について、ご利用者の意思を確認した上で申請の

代行等必要な援助を行わせて頂きます。 

② ご利用者の心身の状況、置かれている環境、ご利用者及びその家族様の希望等を考慮し

て、居宅サービス計画を作成させて頂きます。 

③ 上記②の居宅サービス計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるように、居宅サ

ービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供をさせて頂きます。 

④ 居宅サービス計画作成後においても、ご利用者及びその家族様、居宅サービス事業者等

との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及びこれに基

づく給付管理表の提出を行うとともに、必要に応じて居宅サービス計画の変更その他の

便宜の提供をさせて頂きます。 

 

（２）要介護認定等にかかる申請の援助 

① ご利用者の意思を踏まえ、ご利用者の要介護認定等の申請に必要な協力を行わせて頂き

ます。 

② ご利用者の要介護（支援）認定の更新の申請が、契約時におけるご利用者の要介護（支

援）認定有効期間の満了日の遅くとも３０日前には行われるよう必要な協力を行わせて

頂きます。 

③ 前項各号の申請について、ご利用者が希望する場合は、当該申請を代行して行わせて頂

きます。 

（３）居宅サービス計画の作成 

① 予め当該地域における複数の居宅サービス事業者に関する情報をご利用者又はその家族

様に提供の上、事業者の選択が可能です。 
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ケアハウス入居者様に関しましても同様に他の事業者を選択していただけます。 

② 予めご利用者及びその家族様と面接を行い、ご利用者に対する介護支援を行う上で解決

すべき課題を把握させて頂きます。 

③ 居宅サービス計画の立案に係る居宅サービス等について、予め介護保険給付の対象かど

うかを区分した上で、その種類、内容、利用料等について、ご利用者又はその家族様に

対して説明し、文書によるご利用者の同意をえるものとさせて頂きます。 

④ ご利用者の最終的な同意を得た上で、居宅サービス計画を作成するものとさせて頂きま

す。 

 

７  利用料金 1単位：10.21円 

    基本単位 保険者負担 

要介護1～2 1,086単位 1,086単位 

要介護3～5 1,411単位 1,411単位 

(加算項目) 

初回加算 （３００単位／月） 
新規に居宅介護サービス計画を作成した場合、また要介護状

態区分が2段階以上変動した場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） （２５０単位／月） 入院した日のうちに入院先医療機関に情報提供した場合 

入院時情報連携加算（Ⅱ） （２００単位／月） 
入院した日の翌日又は翌々日に、入院先医療機関に情報提供

した場合 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 
連携1回 450単位(ｶ

ﾝﾌｧﾚﾝｽ無) 
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等

を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等

の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で

ケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を

行った場合 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 
連携1回 600単位(ｶ

ﾝﾌｧﾚﾝｽ1回) 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 
連携2回以上 600単

位(ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ無) 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 
連携2回以上 750単

位(ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ1回以

上) 

退院・退所加算（Ⅲ） 
連携3回以上 900

単位(ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ1回以

上) 

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 （４００単位／月） 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方

針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、

その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又は

その家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利

用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス

計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合 

通院時情報連携加算 （5０単位／月） 

 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を

受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等

に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者

に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師

等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、

居宅サービス計画に記録した場合 

同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の95％を算定 

保険者から支給されますので、ご利用者の負担はございません。 
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８ 交通費実費 

利用者の居宅が、当該事業所の通常の事業実施地域以外にある時は、交通費の実費 

をいただきます。通常の事業実施区域を超えた地点からの片道距離（1k単位）×50円 

 

９ 利用料金のお支払い方法 

  交通費実費分のお支払いについては、介護支援専門員が訪問の都度ご請求させて頂きますの

で、お支払い下さい。 

 

10 事故発生時の対応 

  家族や事業所、各種関係機関にすみやかに連絡し、適切な対応や処置をする。 

 
11 苦情申立窓口 

ご利用者ご相談窓口 

 

 

   担当者    介護支援専門員                     

ご利用時間   平日 午前９時～午後５時 

  ご利用方法   電話  0745-82-8111 

          面接  ゆぁほうむ榛原相談室等 

行政機関その他 

苦情受付機関 

 

  （１）宇陀市役所 介護福祉課 

       宇陀市榛原下井足17-3 

        0745-82-3675 
  （２）奈良県国民健康保険団体連合会 

       橿原市大久保町302-1 

        0744-21-6822 
 

12  第三者評価の実施状況 なし 

 

13 記録の保存年限 サービス提供の日より５年間 

 

14 サービス割合 

当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状 

況は別紙のとおりである 

 

15 虐待防止 

事業者は利用者の人権擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じています。 

虐待防止に関する責任者を選定しています。 

① 虐待防止に関する責任者  所長 永塚均司 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 虐待等に関する苦情解決体制を整備しています。 

④ 職員に対する人権擁護・虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

虐待防止研修 従業者の入職時、2回/年の研修を実施 

⑤ 職員が支援に当たっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、職員が利用者の権利養
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護に取り組める環境の整備に努めます。 

⑥ サービス提供中に、当施設の従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村等に通報します。 

 

 

16 身体拘束  

 事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）は

行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

 

17 秘密の保持（個人情報の保護） 

事業者は、契約者の個人情報について、「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省 が策

定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイドライン」を遵守し、

且つ事業者の内部規程「個人情報保護規程」の定めに従い、次の通り適切に対処します。 

① 事業者は、契約者から予め文書で同意を得ない限り、外部関係者等との会議等において契約

者の個人情報を用いません。また契約者のご家族等の個人情報についても、 予め同意を得

ない限り、外部関係者等との会議等で契約者のご家族等の個人情報を用いません。 

② 事業者は、契約者又はそのご家族等に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるもののほ

か電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意義務をもって管理し、又は処分の

際にも第三者への遺漏を防止するものとします。  

③ 事業者が管理する情報について、契約者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示

の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的

の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料等が必要な場合

は契約者のご負担となります。) 

 

18 衛生管理等 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６

月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

19 業務継続計画の策定等について 

➀  感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

②  職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

③  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
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令和  年  月  日 

 

（乙）当事業者は、甲１に対する居宅介護支援の提供開始に当たり、□甲１、□甲２ に対して

本書面に基づいて上記重要事項を説明しました。 

 

 （乙）居宅介護支援事業者 

   所在地 奈良県宇陀市榛原長峯200番地の1  

       名 称 居宅介護支援事業所 ゆぁほうむ榛原 

       説明者職名               

              氏名             印 

（甲）私は、本書面に基づいて乙から上記重要の事項の説明を受けました。 

   私は、居宅介護支援の提供開始に同意します。 

 
（甲１）利 用 者       住所                    

(代筆の場合は     

        カッコ書）        氏名             印 
 

  
（甲２）利用者の家族等    住所                    

 
        氏名             印 
 
                  続柄              


